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臨時休業の延長に伴う入学式、始業式の実施及び授業日数・授業時数 

確保に係る対応について（通知） 

 

日頃より、本市教育行政へのご理解ご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

さて、埼玉県からの要請を受け４月２８日にお知らせしましたとおり、市内小・中学校の

臨時休業を５月３１日まで延長し、６月１日から学校再開を目指すことといたしました。 

そこで、下記のとおり、入学式及び始業式、並びに夏季休業日の短縮と土曜日の授業を実

施する予定です。 

保護者の皆様におかれましては、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 
１ 入学式について 

〇規模縮小、感染症の拡大防止策を講じて、６月２日（火）の実施を目指します。 

 

２ 始業式について 

〇規模縮小、感染症の拡大防止策を講じて、６月１日（月）の実施を目指します。 

 

３ 授業日数・授業時数の確保について（網掛け部分は４月１６日通知からの変更点） 

（１）夏季休業日を短縮します。（夏季休業日は８月１日～８月１７日までとします。） 

① １学期の延長（終業式７月３１日）    

② ２学期の延長（始業式８月１８日）    

（２）土曜日授業を実施します。（半日）※６月～１２月までの間、原則隔週に実施  

① ６月、７月は第２、第４土曜日に実施（６月１３日、２７日、７月１１日、２５日） 

② ８月は第４、第５土曜日に実施（８月２２日、２９日） 

③ ９月～１２月は原則、隔週で土曜日授業を実施。実施日は、後日お知らせします。 

 

４ 児童・生徒の休業中の過ごし方について 

休業中は以下の点に留意して過ごすよう、お子様に引き続きご指導をお願いします。 

（１）不要不急の外出はしないこと。 

（２）不特定多数の人々が集まる場所には行かないこと。 

（３）外出後は必ず手洗い・うがいを行い、感染予防に努めること。 

（４）検温を毎日行い、記録票に記入すること。 

（５）生活リズムを整えること。 

（６）学校から出された学習課題を計画的に進めること。 

 

５ その他 

（１）学校給食は、６月３日（水）から開始します。 

（２）部活動は、臨時休業中は実施しません。 

（３）臨時休業中、お子様の学習状況や健康状態等を学校ごとに把握する予定です。 

（４）今後、国や県の動向により、教育委員会の対応に変更がある場合は、学校のＨＰや 

メール配信で連絡いたします。 



 


